
議会だより議会だより

1212月定例会号月定例会号

No.140
2023

くらてくらて

鞍手町手話言語条例が可決鞍手町手話言語条例が可決P2P2お
も
な
内
容

お
も
な
内
容 P6P6 知知りたいことりたいこと望望むこと～むこと～ 33 人が一般質問～人が一般質問～

第 6 回臨時会第 6 回臨時会P4P4

▲▲ HP 議会だより QRHP 議会だより QR



　　

本
条
例
案
は
、
９
月
定
例

会
に
お
い
て
手
話
条
例
制
定

の
陳
情
が
な
さ
れ
審
議
の
結

果
、
採
択
と
な
り
本
定
例
会

に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

12
月
定
例
会
で
は
、
手
話

が
言
語
で
あ
る
と
の
認
識
を

広
め
、
町
民
へ
の
理
解
や
普

及
に
関
す
る
必
要
な
施
策
を

講
じ
て
い
く
こ
と
が
町
の
責

務
で
あ
る
と
の
姿
勢
を
明
確

に
示
し
、
町
民
の
手
話
へ
の

理
解
の
深
ま
り
と
、
普
及
が

進
む
こ
と
で
、
手
話
を
使
用

す
る
環
境
整
備
が
期
待
さ
れ

る
た
め
、
手
話
に
対
す
る
基

本
理
念
を
定
め
、
町
の
責
務

と
町
民
及
び
事
業
者
の
役
割

を
明
確
に
し
、
手
話
を
必
要

と
す
る
方
々
が
安
心
し
て
生

活
で
き
る
共
生
社
会
の
実
現

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
に

議
案
が
上
程
さ
れ
全
会
一
致

で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

手
話
が
必
要
と
さ
れ

る
対
象
者
の
内
訳
は
。

対
象
者

は
、
音

声
、
言
語
、
そ
し
ゃ
く
障
害

者
の
方
が
10
名
と
聴
覚
障
害

２
級
の
方
が
24
名
お
ら
れ
ま

す
。

今
後
は
、
ど
の
よ
う

な
事
に
取
り
組
ん
で

い
く
考
え
か
。

現
時
点

で
取
組

に
大
き
な
進
展
は
ご
ざ
い
ま

せ
ん
が
今
後
も
宮
若
市
、
小

竹
町
、
鞍
手
町
の
１
市
２
町

と
関
係
団
体
で
連
携
を
密
に

取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　　

令
和
令
和
44
年年
1212
月
定
例
会
が

月
定
例
会
が
1212
月月
77
日
か
ら

日
か
ら
2020
日
ま
日
ま

でで
のの
1414
日
間
の
会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。

日
間
の
会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。

　
今
議
会
で
は
、町
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
議
案
と
し
て
、

　
今
議
会
で
は
、町
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
議
案
と
し
て
、

条
例
の
制
定
及
び
一
部
改
正
が
５
件
、
一
般
会
計
並
び

条
例
の
制
定
及
び
一
部
改
正
が
５
件
、
一
般
会
計
並
び

に
特
別
会
計
補
正
予
算
が

に
特
別
会
計
補
正
予
算
が
44
件
、
そ
の
他
の
議
案
が
３

件
、
そ
の
他
の
議
案
が
３

件
の
計

件
の
計
1212
議
案
を
審
議
し
ま
し
た
。

議
案
を
審
議
し
ま
し
た
。

 

鞍
手
町
手
話
言
語
条
例
が
可
決

主
な
質
疑

主
な
質
疑

福
祉
人
権
課
長

福
祉
人
権
課
長

1212月月
定例会定例会

●
６
千
７
０
０
万
６
千
円
を
追
加

問問

福
祉
人
権
課
長

福
祉
人
権
課
長

▲手話を使用する環境整備が期待される

 

令
和
４
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

 

令
和
４
年
度
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算

主
な
質
疑

主
な
質
疑

老
朽
消
防
施
設
等
解

体
撤
去
費
補
助
金
と

あ
る
が
、
場
所
は
ど
こ
で
何

を
解
体
す
る
の
か
。

今
回
、
解
体

す
る
場
所
に

つ
い
て
は
、
給
食
セ
ン
タ
ー

下
に
設
置
し
て
お
り
ま
す
第

４
分
団
の
格
納
庫
に
な
り
ま

す
。

第
４
分
団
の
格
納
庫

を
解
体
撤
去
し
て
、

そ
の
後
は
、
更
地
と
い
う
形

に
な
る
の
か
。今

回
に
つ
き
ま

し
て
は
、
解
体

後
は
更
地
に
な
る
と
い
う
事

に
な
り
ま
す
。

問

総
務
課
長

総
務
課
長

問

総
務
課
長

総
務
課
長

３
０
０
万
円
ほ
ど
の

修
繕
費
が
補
正
さ
れ

て
い
る
が
緊
急
的
な
工
事
ま

た
は
ポ
ン
プ
等
の
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
と
な
る
の
か
。浄

水
場

施
設
内

の
突
発
的
な
不
具
合
に
よ
る

修
繕
や
、
老
朽
化
に
伴
う
修

繕
が
多
数
発
生
し
修
繕
費
が

不
足
し
ま
し
た
の
で
、
早
急

な
対
応
が
必
要
な
脱
臭
タ
ン

ク
の
腐
食
し
た
鉄
ぶ
た
の
取

替
、
施
設
内
の
漏
水
補
修
工

事
、
ろ
過
砂
の
更
生
作
業
に

係
る
修
繕
費
を
計
上
し
て
い

ま
す
。そ

の
突
発
的
な
メ
ン

テ
ナ
ン
ス
は
、
今
後

も
考
え
ら
れ
る
と
は
思
う
が

ポ
ン
プ
自
体
を
替
え
る
と

か
、
浄
水
場
の
施
設
自
体
の

一
部
を
改
善
す
る
方
が
良
い

の
で
は
。

浄
水
場

の
老
朽

化
が
進
み
、
修
繕
等
も
増

え
て
い
ま
す
の
で
施
設
全
体

の
更
新
を
令
和
20
年
頃
の
目

標
で
考
え
て
お
り
ま
す
。
し

か
し
、
本
議
会
の
冒
頭
で
行

政
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
と
お
り
、
広
域
連
携

の
協
議
も
進
ん
で
い
ま
す
の

で
、
更
新
に
つ
き
ま
し
て
は
、

両
者
を
見
合
わ
せ
な
が
ら
検

討
し
て
ま
い
り
ま
す
。

上
下
水
道
課
長

上
下
水
道
課
長

問

問

●
９
０
２
万
２
千
円
を
追
加

主
な
質
疑

主
な
質
疑

上
下
水
道
課
長

上
下
水
道
課
長
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課室名 係　　名 課室名 係　　名

庶務管財係 人事庶務係

安全安心係 財政係

人事法制係 電算係

電算係 まちづくり戦略係

庁舎等建設推進係 安全安心係

政策係 契約管財係

財政係 庁舎等建設推進係

商工振興係 公共施設係

都市交通係 課税係

賦課係 収納係

収納係 保険年金係

住民係 住民係

国保年金係 環境係

公費医療係 福祉人権係

健康増進係 高齢者支援係

新型コロナワクチン接種班 地域包括支援センター

児童人権係 健康増進係

福祉係 子育て支援係

高齢者支援係 保育所

地域包括支援センター 農業振興係

保育所 商工振興係

農業振興係 土木係

生活環境係 都市交通係

土木係

建築係

旧 新

税務保険課

管財課
(新設)

まちづくり課

総務課

政策推進課

総務課

地域振興課

税務住民課

住民環境課

建設課

農政環境課

福祉人権課

産業振興課

都市整備課

保険健康課

福祉人権課

健康こども課
(新設)

　

本
議
案
は
、
社
会
情
勢

の
変
化
に
よ
る
行
政
需
要
の

増
加
へ
の
対
応
お
よ
び
住
民

サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
図
り
つ

つ
、
新
庁
舎
移
転
を
踏
ま
え

た
効
率
的
な
組
織
を
構
築
す

る
た
め
に
課
室
局
の
再
編
を

行
い
、
令
和
５
年
４
月
１
日

か
ら
新
組
織
機
構
と
す
る
こ

と
か
ら
、
鞍
手
町
課
室
設
置

条
例
の
全
部
を
改
正
す
る
も

の
で
あ
り
、
今
回
の
改
正
に

よ
り
業
務
の
運
営
が
簡
素
か

つ
効
率
的
な
も
の
と
な
る
よ

う
所
掌
事
務
を
整
理
し
、
町

長
事
務
部
局
の
課
を
現
行
８

課
か
ら
９
課
に
再
編
し
て
お

り
ま
す
。条

例
の
施
行
日
が
、

令
和
５
年
４
月
１
日

と
な
っ
て
い
る
が
、
ど
の
よ

う
な
計
画
で
各
課
室
の
再
編

を
考
え
て
い
る
の
か
。

組
織
機
構
改

革
に
伴
う
移

動
は
、
４
月
１
日
が
土
曜
日
、

２
日
が
日
曜
日
と
い
う
形
に

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
町
民

の
方
に
ご
迷
惑
を
お
か
け
し

な
い
よ
う
に
職
員
で
対
応
し

期
間
内
で
引
っ
越
し
等
々
を

行
う
よ
う
考
え
て
い
ま
す
。

町
民
へ
の
周
知
は
、

事
前
に
で
き
る
と
思

う
が
、
年
度
替
わ
り
の
時
期

で
も
あ
り
来
庁
者
が
、
ス
ム

ー
ズ
に
色
々
な
手
続
を
で
き

る
事
が
１
番
の
目
的
だ
と
思

う
。
こ
れ
に
つ
い
て
庁
舎
内

の
案
内
等
は
、
ど
の
よ
う
に

考
え
て
い
る
の
か
。

住
民
の
方
に
分

か
り
や
す
く
広

報
等
で
事
前
に
周
知
を
い
た

し
ま
す
。
ま
た
来
庁
者
の
対

応
に
つ
い
て
は
全
庁
的
に
調

整
を
図
り
な
が
ら
不
便
を
お

か
け
し
な
い
よ
う
対
応
し
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

４
月
３
日
か
ら
は
、

ス
ム
ー
ズ
な
業
務
が

行
え
る
よ
う
に
、
ま
た
混
乱

が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
べ

き
で
は
な
い
の
か
と
思
う
が

そ
の
へ
ん
は
い
か
が
か
。

議
員
が
言
わ
れ

る
よ
う
な
懸
念

は
、
考
え
て
お
り
ま
す
。

職
員
が
十
分
に
理
解
を
し
て

４
月
３
日
の
開
庁
を
迎
え
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

主
な
質
疑

主
な
質
疑

問

総
務
課
長

総
務
課
長

総
務
課
長

総
務
課
長

問

問町町  

長長

「鞍手町課室設置条例の全部を改正する条例」制定「鞍手町課室設置条例の全部を改正する条例」制定

※
質
疑
の
内
容
、
答
弁
は
紙
面
の
都
合
上
、
要
約
し
て
い
ま
す
。

　

会
議
録
は
、
鞍
手
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
議
会
事
務
局
で
閲
覧
で

き
ま
す
。

　

尚
、
会
議
録
の
調
製
に
よ
り
、
閲
覧
が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

町役場の組織が新体制に !!町役場の組織が新体制に !!
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※
今
回
の
条
例
改
正
は
、
町
長
部
局
の
み
の
改
正
で
す
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
町
の
広
報
等
で
お
知
ら
せ
す
る

予
定
で
す
。



令和４年第 7回定例会議案議決結果及び議員別賛否一覧表
議長は裁決には加わりません。○は賛成、●は反対を表しています

添
田　
政
勝

野
口
美
恵
子

田
中
二
三
輝

宇
田
川　
亮

新
谷　
留
晴

篠
原　
哲
哉

有
働　
徳
仁

栗
田　
美
和

許
斐　
英
幸

西
藤　
典
子

的
野　
信
之

須
山
由
紀
生

議決

結果

鞍手町手話言語条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

鞍手町課室設置条例の全部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

鞍手町職員定数条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

鞍手町一般職の職員の給与等に関する条例の一部
を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

鞍手町督促手数料及び延滞金徴収条例等の一部を
改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

令和４年度鞍手町一般会計補正予算（第６号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

令和４年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正
予算（第３号） ○ ○ ○ ⃝ ○ ○ ○ ○ ○ ⃝ ○ ○ 可決

令和４年度鞍手町後期高齢者医療特別会計補正予
算（第２号） ○ ○ ○ ⃝ ○ ○ ○ ○ ○ ⃝ ○ ○ 可決

令和４年度 鞍手町水道事業会計補正予算（第２号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

鞍手町工場等設置奨励に関する条例に基づく令和
４年度固定資産税の課税免除の額の変更 ○ ○ ○ ⃝ ○ ○ ○ ○ ○ ⃝ ○ ○ 可決

鞍手町工場等設置奨励に関する条例に基づく令和
４年度固定資産税の課税免除 ○ ○ ○ ⃝ ○ ○ ○ ○ ○ ⃝ ○ ○ 可決

庁舎等建設事業　鞍手町新庁舎等建設工事請負契
約の締結 ⃝ ○ ○ ⃝ ○ ○ ⃝ ○ ○ ⃝ ○ ○ 同意

議　員　名

議　案　名
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第
６
回
臨
時
議
会
を
11
月

４
日
に
開
催
し
、
９
月
定
例

会
に
提
出
さ
れ
継
続
審
査
と

な
っ
て
い
た
新
庁
舎
建
設
費

を
計
上
し
た
令
和
４
年
度
一

般
会
計
補
正
予
算
第
４
号
を

総
務
文
教
委
員
会
に
お
い
て

再
審
査
を
行
い
、
本
会
議
に

お
い
て
以
下
の
附
帯
意
見
を

付
し
、
賛
成
多
数
で
可
決
と

さ
れ
ま
し
た
。

今
回
の
地
方
債
（
町
の
借

金
）
を
利
用
し
た
９
億
円
を

超
え
る
高
額
な
増
額
補
正
は

過
去
に
類
を
見
な
い
。

従
っ
て
、
返
済
財
源
確
保

の
努
力
を
最
大
限
に
行
う
べ

き
で
あ
り
、
公
共
施
設
の
管

理
運
用
に
民
間
活
力
を
積
極

的
に
取
り
入
れ
管
理
運
用
費

を
極
力
削
減
す
る
こ
と
。

ま
た
、
新
庁
舎
建
設
に
伴

う
返
済
が
完
済
と
な
る
ま
で

の
間
、
町
有
資
産
を
最
大
限

積
極
的
に
売
却
し
、
返
済
財

源
確
保
に
努
め
町
の
負
担
軽

減
を
図
る
こ
と
。

更
に
、
建
設
等
に
あ
た
っ

て
は
、
現
計
画
内
で
真
に
必

要
な
も
の
か
を
常
に
念
頭
に

置
き
予
算
執
行
す
べ
き
で
あ

る
。な

お
、
本
案
の
増
額
補
正

に
関
し
て
は
、
住
民
へ
の
説

明
が
十
分
で
き
て
い
る
と
は

言
い
難
い
。

新
庁
舎
等
建
設
に
お
け
る

入
札
が
不
落
と
な
っ
た
こ

と
、
及
び
議
案
第
58
号
の
増

額
補
正
に
至
っ
た
経
緯
を
住

民
が
納
得
で
き
る
丁
寧
な
説

明
を
行
う
こ
と
。

第
６
回

第
６
回  

臨
時
会

令
和
4
年
度
鞍
手
町
一
般

会
計
補
正
予
算
第
4
号

▶新庁舎完成予想図

行

政

報

告

北
九
州
市
・
中
間
市
と
の
水

道
事
業
に
お
け
る
広
域
連
携

の
検
討
状
況
に
つ
い
て

本
町
の
水
道
事
業
で
は

現
在
、
北
九
州
市
・
中
間
市

と
の
広
域
連
携
に
つ
い
て
検

討
を
行
っ
て
い
ま
す
。

令
和
３
年
度
に
実
施
し

た
調
査
で
は
、
北
九
州
市
の

用
水
を
本
町
及
び
中
間
市
に

供
給
し
た
場
合
、
３
者
そ
れ

ぞ
れ
に
経
費
削
減
な
ど
の
効

果
が
期
待
で
き
る
結
果
と
な

り
ま
し
た
。

今
後
、
想
定
さ
れ
る
施

設
整
備
の
内
容
や
、
実
際

に
必
要
な
条
件
の
整
理
な

ど
、
具
体
的
な
協
議
及
び
検

討
を
進
め
る
と
と
も
に
、
水

利
使
用
許
可
、
認
可
変
更
、

財
源
確
保
な
ど
の
課
題
に
つ

い
て
、
広
域
連
携
の
推
進
役

で
あ
る
福
岡
県
や
関
係
機
関

と
の
協
議
を
進
め
て
い
き
ま

す
。

付
帯
意
見

付
帯
意
見



　

こ
の
補
正
予
算
は
8
月
に

行
わ
れ
た
庁
舎
建
設
等
の
入

札
が
不
落
に
終
わ
り
、
し
か

も
予
定
価
格
よ
り
約
10
億
円

も
差
が
生
じ
た
こ
と
で
予
算

を
上
乗
せ
す
る
も
の
で
す
。

　

こ
れ
は
庁
舎
建
設
及
び
関

係
す
る
事
業
や
中
央
公
民
館

の
大
規
模
改
修
な
ど
を
含
め

た
も
の
で
総
事
業
費
は
元
々

約
36
億
円
で
し
た
。
そ
れ
か

ら
物
価
高
騰
な
ど
も
あ
り
約

44
億
円
に
、
さ
ら
に
53
億
円

と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
町

で
は
令
和
2
年
4
月
に
住
民

説
明
会
を
行
い
ま
し
た
が
総

事
業
費
53
億
円
に
対
し
財
源

や
返
済
の
心
配
を
す
る
声
が

た
く
さ
ん
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
9
月
に
行
わ
れ
た
町

長
選
挙
で
も
予
算
を
上
乗
せ

し
て
現
行
の
庁
舎
建
設
を
進

め
る
と
は
言
っ
て
い
な
か
っ

た
は
ず
で
す
。
住
民
の
声
を

聴
か
ず
に
こ
の
ま
ま
進
め
る

べ
き
で
は
な
い
と
判
断
し
ま

す
。
そ
し
て
予
算
案
が
採
択

さ
れ
た
と
し
て
も
住
民
の
皆

さ
ん
に
丁
寧
に
説
明
す
る
よ

う
要
望
し
ま
す
。
庁
舎
建
設

は
喫
緊
の
課
題
だ
と
認
識
し

て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

財
源
や
起
債
の
返
還
に
つ
い

て
、
町
が
進
め
る
事
業
は
庁

舎
建
設
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
物
価
の
高
騰
な
ど
で
全

て
の
事
業
費
が
膨
ら
ん
で
い

く
の
は
間
違
い
な
い
と
思
い

ま
す
。
今
後
の
財
政
運
営
な

ど
を
考
え
れ
ば
、
必
要
最
小

限
の
コ
ン
パ
ク
ト
な
庁
舎
に

す
る
事
を
申
し
述
べ
て
反
対

討
論
と
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
宇
田
川　
亮

　

新
庁
舎
建
設
費
は
、
当
初

平
成
29
年
12
月
の
基
本
計
画

で
は
36
・
1
億
円
の
予
定
で

あ
っ
た
が
令
和
2
年
1
月

に
基
本
計
画
の
改
定
で
44
・

3
億
円
に
増
額
さ
れ
、
さ
ら

に
令
和
3
年
3
月
に
基
本
設

計
に
基
づ
き
53
・
2
億
円
に

増
額
さ
れ
て
き
た
。
去
る
令

和
4
年
8
月
に
実
施
し
た
新

庁
舎
建
設
に
関
す
る
入
札
は

不
落
と
な
っ
た
。
こ
の
理
由

は
物
価
高
騰
に
よ
る
不
可
抗

力
で
あ
る
と
町
長
は
こ
の
事

だ
け
を
強
調
し
何
ら
の
手

配
を
行
っ
て
い
な
い
。
こ

の
間
に
一
般
質
問
や
特
別
委

員
会
に
お
い
て
今
の
国
際
情

勢
に
伴
う
物
価
高
騰
に
よ
る

予
算
増
額
を
懸
念
し
た
意
見

は
多
々
あ
っ
た
。
ま
し
て
や

町
長
は
令
和
4
年
3
月
の
定

例
会
で
庁
舎
建
設
費
は
53
・

2
億
円
を
堅
持
す
る
と
明
言

し
た
。
今
こ
そ
現
計
画
を
見

直
し
再
設
計
を
選
択
す
る
時

期
で
あ
る
と
強
く
指
摘
し
て

お
く
。
諸
条
件
の
変
化
が
あ

っ
た
事
は
多
少
理
解
で
き
る

が
町
長
は
重
大
な
発
言
を
し

た
に
も
関
わ
ら
ず
何
ら
の
政

治
責
任
を
取
ろ
う
し
な
い
。

　

従
っ
て
庁
舎
建
設
費
の
大

幅
な
増
額
と
な
る
議
案
第
58

号
令
和
４
年
度
鞍
手
町
一
般

会
計
補
正
予
算
第
4
号
に
は

賛
成
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
添
田　
政
勝

　　
　

　

一
つ
、
36
億
円
か
ら
44
億

円
、
53
億
円
と
増
額
さ
れ
て

き
た
庁
舎
建
設
費
。
こ
の
間
、

町
長
は
堅
持
す
る
と
何
度
も

答
弁
し
て
き
た
が
何
ら
堅
持

で
き
て
い
な
い
。

二
つ
、
多
額
の
金
額
を
新
庁

舎
建
設
に
か
け
て
い
る
が
、

町
民
は
納
得
し
て
い
な
い
。

三
つ
、
今
後
ど
こ
か
ら
、
こ

の
予
算
を
返
済
し
て
い
く
つ

も
り
か
考
え
て
い
な
い
。

四
つ
、
小
学
校
の
統
廃
合
や

給
食
セ
ン
タ
ー
の
建
替
え
、

く
ら
じ
の
郷
や
大
谷
自
然
公

園
の
維
持
費
な
ど
、
こ
れ
か

ら
ま
だ
ま
だ
予
算
が
か
か
る

こ
と
を
考
え
て
い
な
い
。

五
つ
、
今
回
の
９
億
円
の
増

額
補
正
で
あ
る
が
今
後
も
建

設
費
用
の
増
額
が
懸
念
さ
れ

る
こ
と
に
納
得
で
き
な
い
。

六
つ
、
国
の
予
算
だ
ろ
う
が
、

賛賛
成成
討討
論論

反反
対対
討討
論論

反反
対対
討討
論論

県
の
予
算
だ
ろ
う
が
、
町
の

予
算
も
税
金
で
あ
る
。

こ
の
「
つ
け
」
を
誰
が
払
っ

て
い
く
の
か
。
こ
れ
か
ら
の

未
来
を
担
う
若
者
や
子
ど
も

た
ち
に
、
こ
の
借
金
を
引
き

継
が
せ
る
こ
と
は
、
で
き
な

い
。

　
以
上
、
反
対
討
論
と
す
る
。

　
　
　
　
　
有
働　
徳
仁

　

本
議
案
は
新
庁
舎
等
建

設
に
伴
う
９
億
円
を
超
え
る

増
額
補
正
予
算
で
あ
る
。
今

回
の
こ
の
増
額
補
正
予
算
は

過
去
に
類
を
見
な
い
に
も
関

わ
ら
ず
、
そ
の
財
源
の
大
部

分
は
鞍
手
町
の
借
金
と
な
る

地
方
債
で
あ
る
。
こ
の
返
済

財
源
と
し
て
、
行
財
政
改
革

で
対
応
す
る
と
町
長
は
答
弁

し
た
が
大
幅
な
財
源
確
保
は

期
待
で
き
な
い
。
更
に
町
長

は
「
町
民
が
見
て
い
る
」
と

か
「
町
民
の
意
見
」
と
の
言

葉
を
発
し
て
い
る
が
、
総
務

文
教
委
員
会
は
、
こ
の
増
額

補
正
予
算
に
関
し
町
民
に
対

す
る
説
明
会
の
開
催
を
求
め

た
が
応
じ
よ
う
と
し
な
か
っ

た
。
口
で
は
頻
繁
に
町
民
・

町
民
と
言
っ
て
い
る
が
過
去

に
類
を
見
な
い
高
額
補
正
に

対
し
町
民
不
在
を
拭
い
去
る

事
が
で
き
な
い
。
と
は
言
え

現
庁
舎
は
65
年
を
超
え
老
朽

化
が
著
し
く
特
に
漏
電
が
頻

繁
に
起
こ
り
業
務
執
行
に
著

し
い
弊
害
と
な
っ
て
い
る
。

現
庁
舎
が
有
す
る
諸
問
題
を

解
消
す
る
た
め
に
新
庁
舎
建

設
は
必
要
で
あ
る
こ
と
は
十

分
に
理
解
し
て
い
る
。
ま
た

現
計
画
に
よ
る
新
庁
舎
等
建

設
に
当
た
り
為
替
や
国
際
情

勢
を
考
慮
し
時
間
を
費
や
す

こ
と
が
必
ず
し
も
良
い
結
果

を
得
る
こ
と
に
な
ら
な
い
と

の
考
え
に
至
っ
た
。
熟
慮
に

熟
慮
を
重
ね
た
結
果
、
現
時

点
に
お
い
て
議
案
第
58
号
に

対
し
勇
気
を
持
っ
て
賛
成
す

る
こ
と
と
し
、
そ
の
予
算
執

行
に
関
し
て
は
厳
し
い
目
で

見
守
る
こ
と
と
す
る
。

　

以
上
、
賛
成
討
論
と
致
し

ま
す
。

　
　
　
　
田
中　
二
三
輝

反反
対対
討討
論論
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知
り
た
い
こ
と
望
む
こ
と

３人が３人が
一般質問一般質問

１．１．的的
ま と のま と の

野野 信信
のぶ ゆ きの ぶ ゆ き

之之　議員議員・・・・・・・・・・・7・・・・・・・・・・・7

　　・　　・小児・ＡＹＡ世代のがん患者支援について

　一般質問とは、町長から提出された議案以外に、行政に対する疑問点に
ついて質問することです。
　一般質問の内容、答弁は質問者自身が要約し、広報委員会が校正したもの
です。
　質問の全文は、鞍手町ホームページや議会事務局で会議録を閲覧できます。
※尚、会議録の調製により、閲覧が遅れる場合がありますので、ご了承下さい。

３．３．宇宇
う た が わう た が わ

田川田川　　亮亮
あきらあきら

　議員議員・・・・・・・・・・・9・・・・・・・・・・・9

　　・　　・インボイス制度による業者への影響について

２．２．西西
さい と うさ い と う

藤藤 典典
の り この り こ

子子　議員議員・・・・・・・・・・・8・・・・・・・・・・・8

　　・　　・くらじの郷の旧入浴施設の再開の可能性について

　　・　　・町内の移動手段について

▲新型コロナウイルス感染症対策のためマスクを着用しています。

一般質問一般質問

令和５年1月 31日発行　鞍手町議会だより　No.140 6



日
本
の
が
ん
患
者
は

男
性
が
半
数
を
超
え

て
い
る
が
Ａ
Ｙ
Ａ
世
代
は
女

性
の
が
ん
患
者
が
８
割
を
超

え
て
い
る
。
子
宮
頸
が
ん
や

乳
が
ん
の
増
加
が
理
由
と
の

見
方
が
あ
り
、
が
ん
検
診
に

よ
る
早
期
発
見
が
望
ま
れ
る

が
、
本
町
の
乳
が
ん
・
子
宮

頸
が
ん
の
検
診
受
診
率
は
。

乳
が
ん

は
令
和

２
年
度
11
・
１
％
、
令
和
元

年
度
13
・
4
％
、
子
宮
頸
が

ん
は
令
和
２
年
度
10
・
5
％
、

令
和
元
年
度
12
・
8
％
で
、

い
ず
れ
も
県
平
均
よ
り
2
％

程
度
低
い
受
診
率
で
す
。

コ
ロ
ナ
以
前
で
も
10

数
％
と
低
い
が
、
検

診
結
果
で
精
密
検
査
が
必
要

に
な
っ
て
専
門
医
に
繋
が
っ

た
要
精
密
検
査
受
診
率
は
。

要
精
密

者
の
精

密
検
査
受
診
率
は
乳
が
ん
は

令
和
２
年
度
95
・
8
％
、
令

和
元
年
度
91
・
1
％
、
子
宮

頸
が
ん
は
、
令
和
２
年
度

１
０
０
％
、
令
和
元
年
度

85
・
7
％
と
ほ
と
ん
ど
の

方
が
精
密
検
査
を
受
診
さ
れ

て
い
ま
す
。

が
ん
の
早
期
発
見
・

早
期
治
療
を
し
て
い

く
た
め
に
は
、
が
ん
検
診
の

受
診
率
を
上
げ
る
こ
と
が
大

切
で
あ
る
が
、
受
診
率
向
上

へ
の
対
策
は
。

受
診
率

向
上
の

施
策
と
し
て
前
年
度
に
が
ん

検
診
を
受
診
さ
れ
た
方
に
は

検
診
申
込
書
の
個
別
送
付
、

加
え
て
40
歳
か
ら
60
歳
ま
で

の
５
年
お
き
の
方
を
対
象
に

が
ん
検
診
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

及
び
検
診
申
込
書
の
個
別
送

付
。
ま
た
満
40
歳
の
女
性
を

対
象
と
し
た
乳
が
ん
ク
ー
ポ

ン
事
業
及
び
満
20
歳
の
女
性

を
対
象
と
し
た
子
宮
が
ん
ク

ー
ポ
ン
事
業
は
県
内
の
医
療

機
関
で
無
料
で
検
診
が
で
き

る
機
会
を
設
け
て
い
ま
す
。

県
で
推
奨
し
て
い
る
小

児
・
Ａ
Ｙ
Ａ
世
代
の
が

ん
患
者
支
援
に
つ
い
て
。

40
歳
未

満
の
が

ん
患
者
を
対
象
に
訪
問
介

護
・
入
浴
介
護
・
福
祉
用
具

の
貸
与
・
購
入
の
サ
ー
ビ
ス

が
受
け
ら
れ
る
、
が
ん
患
者

在
宅
療
養
生
活
支
援
事
業
は

本
町
で
は
実
施
し
て
い
ま
せ

ん
が
、
県
内
29
市
町
と
本
年

11
月
よ
り
直
方
市
が
実
施
し

て
い
ま
す
。

ア
ピ
ア
ラ
ン
ス
ケ
ア
の

推
進
も
含
め
て
今
後
の

が
ん
患
者
へ
の
サ
ポ
ー
ト
は
。

が
ん
患
者
の
医

療
用
ウ
イ
ッ
グ

や
補
装
具
等
の
費
用
補
助
事

業
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年

度
か
ら
新
た
に
、
ア
ピ
ア
ラ

ン
ス
ケ
ア
推
進
事
業
と
し
て

取
り
組
み
を
検
討
し
て
ま
い

り
ま
す
。

▶医療用ウィッグ

町町  

長長

問

問問

問

※注 1. アピアランスケアとは、がんやがん治療にともなう外見の変化による
気持ちの辛さを和らげるケアです。 爪や皮膚のケア、脱毛のカモフラージュ
などの医学的・整容的なサポートとともに、その人らしくあるための心理的
なサポートも含まれます。

※注 2. ＡＹＡ世代とは、Adolescent  and  Young  Adult　( アドレッセン
ト　アンド　ヤングアダルト ) の略で、１５歳から３９歳までの思春期・若
年成人のことです。

問
本
町
の
ア
ピ
ア
ラ
ン
ス
ケ
ア
を
含
め
た

本
町
の
ア
ピ
ア
ラ
ン
ス
ケ
ア
を
含
め
た

　
　
　
　
　
　
が
ん
患
者
へ
の
サ
ポ
ー
ト
は

　
　
　
　
　
　
が
ん
患
者
へ
の
サ
ポ
ー
ト
は
??

  「
令
和
５
年
度
よ
り
ア
ピ
ア
ラ
ン
ス
ケ
ア

「
令
和
５
年
度
よ
り
ア
ピ
ア
ラ
ン
ス
ケ
ア

　
推
進
事
業
と
し
て
取
り
組
み
を
検
討
し
ま
す
」

　
推
進
事
業
と
し
て
取
り
組
み
を
検
討
し
ま
す
」

町
長
町
長

的野　信之 議員

保
険
健
康
課
長

保
険
健
康
課
長

問

保
険
健
康
課
長

保
険
健
康
課
長

保
険
健
康
課
長

保
険
健
康
課
長

保
険
健
康
課
長

保
険
健
康
課
長

一般質問一般質問
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住
民
か
ら
は
、
新
庁

舎
よ
り
、
お
風
呂
が

欲
し
か
っ
た
と
い
う
声
も
聞

い
て
い
る
。
燃
料
費
の
高
騰

で
入
浴
回
数
を
減
ら
す
実
態

も
あ
り
、
高
齢
者
１
人
の
入

浴
に
は
危
険
も
伴
う
。
高
齢

者
の
心
身
機
能
の
維
持
の
た

め
に
も
、
１
週
間
に
何
回
か

は
出
か
け
て
入
浴
し
、
人
々

と
交
流
で
き
る
公
共
の
入
浴

施
設
の
開
設
が
期
待
さ
れ
る

が
。

議
員
が
ご
指
摘

の
件
に
つ
い
て

は
、
私
も
重
々
承
知
を
し
て

お
り
ま
す
。

高
齢
運
転
者
に
よ
る

交
通
事
故
の
多
発
で

高
齢
運
転
者
の
免
許
返
納
の

必
要
性
が
強
調
さ
れ
る
が
、

町
内
の
移
動
手
段
の
現
状
は

簡
単
に
免
許
返
納
で
き
る
状

況
に
は
な
い
。「
鞍
手
町
地

域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
」

の
実
施
期
間
は
い
つ
ま
で

か
。

令
和
元

年
度
か

ら
6
年
度
ま
で
の
6
年
間
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。

今
後
の
2
年
間
で
仕

上
げ
と
な
る
が
、
こ

の
計
画
の
目
標
は
、
ど
ん
な

内
容
か
。

計
画
の

目
標
と

し
て
６
項
目
を
掲
げ
て
お
り

ま
す
。
１ 

広
域
の
移
動
を
支

え
る
公
共
交
通
の
確
保
と
維

持
。
２ 

多
様
な
ニ
ー
ズ
に
応

じ
た
ス
マ
イ
ル
バ
ス
、
も
や

い
タ
ク
シ
ー
の
再
配
置
、
町

内
移
動
手
段
の
確
保
維
持
。

３ 

誰
も
が
利
用
し
や
す
い

公
共
交
通
環
境
の
形
成
。
４ 

公
共
交
通
の
利
用
促
進
。
５ 

公
共
交
通
に
対
す
る
満
足
度

の
向
上
。
６ 

公
共
交
通
の

維
持
可
能
性
の
向
上
。
以
上

で
ご
ざ
い
ま
す
。

令
和
３
年
度
の
ス
マ
イ

ル
バ
ス
の
利
用
1
回
あ

た
り
の
町
負
担
額
は
い
く
ら

か
。

令
和
3

年
度
決

算
に
お
け
る
ス
マ
イ
ル
バ

ス
の
町
の
実
質
負
担
額
は

１
９
９
８
万
２
１
５
６
円
。

利
用
者
数
が
２
万
９
６
５
３

人
で
、
町
の
負
担
額
は
利
用

1
回
あ
た
り
６
７
４
円
と
な

り
ま
す
。も

や
い
タ
ク
シ
ー
の

場
合
、
利
用
１
回
あ

た
り
の
町
負
担
額
は
い
く
ら

か
。

実
質
負

担
額
は

９
７
０
万
７
６
２
２
円
。
利

用
者
数
は
９
２
２
２
人
で
、

町
の
負
担
額
は
利
用
１
回
あ

た
り
１
０
５
３
円
と
な
っ
て

お
り
ま
す
。

令
和
3
年
度
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
バ
ス
全
体
の

利
用
1
回
あ
た
り
の
町
負
担

額
は
い
く
ら
か
。

町
の
実

質
負
担

額
は
２
９
６
８
万
９
７
７
８

円
。
利
用
者
数
は
３
万
８
８

７
５
人
で
町
の
負
担
額
は
、

利
用
1
回
あ
た
り
７
６
４

円
と
な
り
ま
す
。

年
を
重
ね
て
本
当
の

交
通
弱
者
に
な
っ
た

場
合
は
ド
ア
to
ド
ア
の
サ

ー
ビ
ス
が
必
要
と
な
る
。

現
在
タ
ク
シ
ー
の
初
乗
り

料
金
は
７
０
０
円
だ
が
初

乗
り
料
金
補
助
制
度
の
導

入
の
検
討
は
。

町
の
財
政
負
担

の
増
大
等
考
慮

す
べ
き
課
題
も
大
き
く
、
現

状
と
し
て
は
導
入
す
る
こ
と

は
考
え
て
お
り
ま
せ
ん
。

も
や
い
タ
ク
シ
ー
で
荷

物
の
あ
る
帰
り
だ
け
で

も
自
宅
近
く
で
降
ろ
し
て
欲

し
い
等
の
声
を
聴
く
。
町
民

の
要
望
に
沿
っ
た
移
動
手
段

の
実
現
の
た
め
利
用
者
ア
ン

ケ
ー
ト
等
の
実
施
の
考
え
は
。

令
和
5

年
度
中

に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施

予
定
で
す
。

西藤　典子 議員

問 町
内
の
移
動

　
　
　
　
手
段
に
つ
い
て

問地
域
振
興
課
長

地
域
振
興
課
長

町町  

長長
問

問
町長町長 「今後の可能性の一つとして検討は「今後の可能性の一つとして検討は

　行っていきたいと考えております」　行っていきたいと考えております」

くらじの郷の旧入浴施設のくらじの郷の旧入浴施設の
　　　　　　　　　再開の可能性は ?　　　　　　　　　再開の可能性は ?

地
域
振
興
課
長

地
域
振
興
課
長

問地
域
振
興
課
長

地
域
振
興
課
長

地
域
振
興
課
長

地
域
振
興
課
長

問

問

問

地
域
振
興
課
長

地
域
振
興
課
長

地
域
振
興
課
長

地
域
振
興
課
長

問

町町  

長長
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来
年
10
月
実
施
予
定
の

消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス

制
度
は
、
税
務
署
の
登
録
番

号
が
付
番
さ
れ
た
イ
ン
ボ
イ

ス
が
な
い
と
消
費
税
の
仕
入

れ
税
額
控
除
が
認
め
ら
れ
ず

免
税
業
者
と
取
引
の
あ
る
課

税
業
者
は
、
仕
入
れ
税
額
控

除
が
で
き
ず
に
納
税
額
が
増

大
し
た
り
免
税
業
者
は
課
税

業
者
と
の
取
引
か
ら
排
除
さ

れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
免
税
業

者
へ
の
影
響
の
認
識
は
。

免
税
業
者
は
基

本
的
に
適
格
請

求
書
を
発
行
す
る
事
が
で
き

な
い
の
で
取
引
先
が
仕
入
れ

税
額
控
除
の
た
め
に
他
の
課

税
業
者
に
切
り
替
え
た
り
、

取
引
条
件
の
変
更
を
さ
れ
た

り
す
る
事
が
あ
る
か
も
し
れ

な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

課
税
業
者
に
な
っ
て

も
シ
ス
テ
ム
導
入
費

用
や
維
持
費
が
か
か
っ
て
く

る
。
零
細
企
業
が
廃
業
に
追

い
込
ま
れ
る
危
機
的
状
況
に

な
る
の
で
は
。令

和
５
年
10
月

か
ら
の
実
施
で

も
あ
り
、
仮
定
の
事
に
つ
い

て
は
お
答
え
で
き
ま
せ
ん
。

免
税
業
者
を
入
札
か

ら
排
除
し
た
り
、
不
利

益
を
生
じ
さ
せ
た
り
す
る
事

は
な
い
の
か
。入

札
に
か
か
わ

ら
ず
事
業
者
と

の
課
税
取
引
に
お
い
て
は
、

免
税
事
業
者
を
排
除
す
る
事

は
あ
り
ま
せ
ん
。

イ
ン
ボ
イ
ス
が
導
入

さ
れ
れ
ば
、
通
常
で

あ
れ
ば
課
税
業
者
は
免
税
業

者
と
は
取
引
を
し
な
く
な

り
、
免
税
業
者
は
廃
業
か
課

税
業
者
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

く
な
る
。
こ
の
影
響
は
、
全

国
で
１
千
万
人
に
上
る
と
も

言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対

す
る
町
の
対
応
と
援
助
は
。

商
工
会
等
と
連

携
し
、
制
度
の

周
知
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

イ
ン
ボ
イ
ス
推
進
の

た
め
に
簡
易
課
税
制

度
が
廃
止
、
縮
小
さ
れ
れ
ば
、

簡
易
課
税
を
選
択
し
て
い
る

業
者
に
も
多
大
な
影
響
が
出

て
く
る
。
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

自
体
に
問
題
が
あ
る
と
い
う

認
識
に
立
つ
べ
き
で
は
。

国
の
制
度
で
も

あ
り
、
町
が
ど

の
よ
う
に
関
与
し
て
い
く
か

に
つ
い
て
は
、
難
し
い
状
況

で
す
が
検
討
は
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

町
長
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス

は
や
る
べ
き
だ
と
い

う
考
え
に
立
っ
て
い
る
の
で

は
。

消
費
税
が
益
税

に
な
る
と
い
う

よ
う
な
事
で
は
、
そ
の
理
念

か
ら
し
て
、
ど
う
か
と
思
い

ま
す
。
自
治
体
に
も
地
方
消

費
税
と
い
う
形
で
還
元
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
納
め
て
い

た
だ
く
も
の
は
、
納
め
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

問

町町  
長長

問
  

イ
ン
ボ
イ
ス
導
入
に
よ
り
免
税
業
者
を

イ
ン
ボ
イ
ス
導
入
に
よ
り
免
税
業
者
を

　
　
　
　
　
　
　
　
排
除
す
る
事
は
な
い
の
か

　
　
　
　
　
　
　
　
排
除
す
る
事
は
な
い
の
か
??

「
入
札
に
か
か
わ
ら
ず
、
排
除
す
る

「
入
札
に
か
か
わ
ら
ず
、
排
除
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

  

事
は
あ
り
ま
せ
ん
」

事
は
あ
り
ま
せ
ん
」

町
長
町
長

宇田川　亮 議員

問

町町  

長長
問町町  

長長
問

町町  

長長
問問

町町  

長長

▲　令和５年10月から実施のインボイス制度は免税事業者の税負担に危機
　　感が寄せられている

町町  

長長
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■
編 

集 

後 

記

く
ら
て
議
会
だ
よ
り

第
140
号
●
発
行
／
福
岡
県
鞍
手
町
議
会　

 

●
編
集
／
議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会　
〒
８
０
７-

１
３
９
２  

福
岡
県
鞍
手
郡
鞍
手
町
大
字
中
山 

３
７
０
５　
☎ 
０
９
４
９
（
42
）
２
１
１
１　

  

●
印
刷
所
／
社
会
福
祉
法
人  

福
岡
コ
ロ
ニ
ー

発
行
責
任
者

発
行
責
任
者

編
集
ス
タ
ッ
フ

編
集
ス
タ
ッ
フ

議
会
議
長

議
会
議
長

星　
　
　
正　
彦

星　
　
　
正　
彦

委
員
長

委
員
長

野　

口　

美
恵
子

野　

口　

美
恵
子

副
委
員
長

副
委
員
長

西

藤

典

子

西

藤

典

子

委

員

委

員

有

働

徳

仁

有

働

徳

仁

委

員

委

員

新

谷

留

晴

新

谷

留

晴

委

員

委

員

委

員

委

員

添

田

政

勝

添

田

政

勝

的

野

信

之

的

野

信

之

　　
本
定
例
会
に
お
い
て
、
本
格
的

に
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
を
使
用
し
た

議
会
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
と
と
も
に
議

会
の
あ
り
方
も
変
わ
っ
て
い
き
ま

す
。
と
て
も
速
い
ス
ピ
ー
ド
で
時

代
の
流
れ
が
変
わ
っ
て
い
く
な

か
、
議
員
も
そ
れ
に
対
応
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
今
後
は
、
鞍
手
町
も
他
市
町
村

で
実
用
し
て
い
る
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ

等
を
活
用
し
た
議
会
中
継
を
リ
ア

ル
配
信
で
き
る
よ
う
な
時
代
へ
と

進
ん
で
い
き
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
有
働　
徳
仁

新型コロナウイルス対策に関する議会の傍聴について新型コロナウイルス対策に関する議会の傍聴について
　新型コロナウイルス感染症対策として、議会の傍聴については極力ご遠慮をお願いしております。町
民の皆様にはご迷惑をおかけしお詫び申し上げます。しかし、未だコロナウイルスは収束せず、３月議
会も同様に下記の項目についてご協力いただきますようお願いいたします。
１．発熱や咳等の症状があるなど体調がすぐれない方は傍聴をご遠慮
　　ください。
２．マスクを着用し咳エチケットにご配慮ください。
３．備え付けの手指消毒液で消毒したうえで傍聴してください。
４．本会議の傍聴席は通常 30 名を最大 10 名通常 30 名を最大 10 名に制限させていただきます。
　傍聴をご希望の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
※なお、新型コロナウイルス感染症については日々状況が変化しており、それに伴い対応方針（開会時間、
　日程等）が変更する場合がありますのでホームページ等で随時お知らせいたします。

問い合わせ　議会事務局　☎42局 2111番（内線331）
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新年のごあいさつ
　新年にあたり、町民の皆様には輝かしい新春を
お迎えのこととお慶び申し上げます。
　旧年中は、町議会に対し特段のご理解とご協力
を賜り厚くお礼申し上げます。
　議員一同これまで以上に、町民の皆様の声を町
政に反映できますよう取り組んでまいります。
　また、昨年に引き続き新型コロナウイルス感染
症の収束が見えない中、皆様には新しい生活様式

により感染防止に努めていただいているところで
あり、議会といたしましても、安全・安心に暮ら
せるよう行政と一体となり必要な支援策を推進し
てまいります。
　どうか本年も相変わらぬご理解とご協力をお願
い申し上げます。

　　　　　　鞍手町議会議長　　星　　正　彦


